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はじめに 

 

 

国は、「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン（令和元年度改訂版）」の中で、

人口減少について、日々の生活においては実感しづらいが、このまま続けば人口

は急速に減少し、その結果、将来的には経済規模の縮小や生活水準の低下を招き、

究極的には国としての持続性すら危うくなるとしている。また、この困難な課題

に、国と地方公共団体が力を合わせて取り組んでいくことが何よりも重要である

としている。 

 

長崎県も、「長崎県長期人口ビジョン（令和元年度改訂版）」の中で、本県が置

かれている厳しい現実に真正面から向き合い、県・市町、企業、県民等の総力を

結集して人口減少対策に取り組んでいく必要があるとしている。 

 

本市としては、これまでも、企業誘致による雇用の確保、規制緩和による土地

利用の促進、こども準夜診療センターを始めとする子育て支援の充実など、本市

の総合力を高めるためのまちづくりを進めてきた。今後、本市においても進行し

ている少子高齢化と人口減少という難問に対処していくためには、相当の長期に

わたり、市民や関係各方面と連携した継続的な取組が必要と考えているところで

ある。 

 

国や長崎県が本格的に人口減少対策を進めていこうとしている中、これを機に、

本市の人口の現状と将来の姿を示し、市民や産業界、大学、金融機関、関係団体

等と市が認識を共有しながら、総力を挙げて少子高齢化、人口減少の克服を目指

していくこととする。 
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１ 人口問題に対する基本認識 

（１）日本における人口の動き 

日本の人口は、平成２０（２００８）年の１億２，８０８万人を概ねピーク

として減少が始まった。合計特殊出生率（以下「出生率」という。）は、昭和

５０（１９７５）年代以降から急速に低下し、人口が長期的に維持される水準

（２．０７。（以下、「人口置換水準」という。））を下回る状態が続いている。

令和６（２０２４）年時点で、日本の老年人口は３，６２４万３，０００人で、

高齢化率（総人口に占める老齢人口の割合）は２９．３％となった。今後も老

齢人口は増加し、高齢化率も更に上昇する見通しとなっている。 

【第１図】日本の総人口と年代別人口の推移 

【第２図】日本の出生数と合計特殊出生率 

 

 

 

 

【第３図】日本の人口ピラミッドの変化 
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（２）長崎県における人口の動き 

長崎県の人口は、昭和３５（１９６０）年の１７６万人をピークとして令

和２（２０２０）年には１３１万人に減少している。全国よりも約５０年早く

人口減少が始まっており、近年では毎年１万人程度減少するペースとなって

いる。 

自然増減は、出産を担う世代の減少等により出生数は減少する中、平均寿

命の延伸等により横ばいで推移してきた死亡数は徐々に上昇傾向にあり、平

成１４（２００２）年には死亡数が出生数を上回り、全国よりも早く自然減の

状態となっている。 

社会増減を見ると、炭鉱の閉山があった昭和３０（１９５５）年から４０

（１９６５）年代をピークとして転出超過が常態化しており、超過数は現在 

６，０００人程度で推移している。 

なお、県内市町別の社会増減を見ると、令和６（２０２４）年においては、

本市、大村市の２市のほか２町が転入超過となっている。 

【第３図】 長崎県の総人口の推移 
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（３）本市の人口減少と少子高齢化の進行 

ア 総人口と年代別人口の推移 

本市の人口は、人口減少と少子高齢化が緩やかに進行している。総人口は、

国勢調査の結果では、昭和５０（１９７５）年から増加を続けてきたが、平

成１２（２０００）年の１４万４，２９９人をピークとして令和２（２０２

０）年には１３万３，８５２人で、ピーク時から１万４４７人減少している。 

年代別に見ると、年少人口（１４歳以下）が昭和６０（１９８５）年をピ

ークに減少、生産年齢人口（１５～６４歳）は平成１２年をピークに減少を

続けている。これに対し、老年人口（６５歳以上）は増加を続けており、平

成１２年には年少人口を逆転した。 

【第５図】 本市の総人口と年代別人口の推移 
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【第６図】 本市の自然増減と社会増減の推移 

 

 

 

 

 

【第７図】 本市の出生数と合計特殊出生率の推移 
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【第８図】 本市の将来人口の推計 
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２ 目指すべき将来の方向 

（１） 本市の人口の将来展望 

 ア 国の長期ビジョン 

日本の総人口は、社人研の令和５年推計によると、このまま推移すれば令

和５２（２０７０）年には約８，７００万人にまで落ち込むと推計されてい

る。 

国の長期ビジョンでは、仮に出生率を令和１２（２０３０）年に１．８（若

い世代の結婚・子育ての希望を実現した場合の水準（国の希望出生率））、令

和２２（２０４０）年に２．０７（人口置換水準）まで回復するならば、令和

４２（２０６０）年の人口は、約１億人程度になるという見通しが立てられて

いる。 

イ 県の長期人口ビジョン 

   長崎県の総人口は、社人研の令和５年推計によると、令和３２（２０５

０）年には約８７万人まで減少するとされている。 

県の長期人口ビジョンにおける将来展望では、出生率が県の希望出生率 

２．０８を令和１２（２０３０）年に達成するとともに、社会移動の均衡を令

和２２（２０４０）年に達成することで、令和４２（２０６０）年において 

１００万人程度の人口水準の確保を目指していくこととされている。 

ウ 本市の人口ビジョン 

   現在、「諫早市長期人口ビジョン」に掲げる、令和４２（２０６０）年に 

１３万人程度の人口を実現するため、２期にわたり「諫早市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定して取り組んできたところである。 

しかしながら、同ビジョンが掲げる令和４２年までの人口については、人

口動態に影響を与える要素の見通しが困難であり、総合計画の策定のタイミ

ングに合わせて１０年後の中期的な人口目標を持つことで、より目標が明確

になることから、「諫早市中期人口ビジョン」を策定する。 

本市の総人口は、社人研の令和５年推計によると、令和１７（２０３５）年

には約１１万６，０００人になると推計されている。 

一方で、本市では子育て支援策の充実や土地利用の規制緩和等に取り組ん

できた結果、令和３年以降社会増となっている。また、企業誘致が好調であ

り、住環境の整備等に向けた都市計画制度の見直しも予定しており、現在、ま

ちづくりにおいて大きな転換期を迎えている。こうした基盤を活かし、今後

さらに定住促進策やＵＩターン施策を強化することで、令和１７年に１３万

人程度の人口水準を目指すこととする。 

目標人口を達成するためには、令和８年から令和１７年までの１０年間で、

現在続いている社会増を上回る自然減の状態を段階的に改善し、自然減と社

会増をあわせてプラスの水準にしていく必要がある。 
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取組の方向性としては、生産年齢人口（１５～６４歳）の層を維持、確保す

るため、若者に求められる仕事づくりや子育て環境の充実等により若者の転

出を抑制するとともに、移住・定住の推進等により、市外からの転入を促進し

ていく。また、結婚や子育ての支援、教育や医療の充実等により、子どもを産

み育てやすい環境をつくり出生数の増加につなげるとともに、介護予防や健

康づくりを進めることで健康寿命を延ばし、死亡数の減少を図っていく。 

【第９図】本市の人口の将来展望 
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（２） 地方創生で目指す諫早市の将来の姿 

 ア 地方創生への取組方針 

本市は、目指すべき将来展望を達成するため、少子高齢化の進展に的確に

対応し、人口減少の歯止めと人口の東京一極集中の是正を目的として平成 

２６年１１月に制定された「まち・ひと・しごと創生法」及び令和７年６月に

閣議決定された「地方創生 2.0 基本構想」に基づく「第３期諫早市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定し、地方創生に取り組む。この過程におい

て、以下の事項に留意していく。 

 

① 安心して働き、暮らせるまちづくり 

住民が安定して働き、安心して生活できる環境は、地域の人口減少を抑制

する基盤となる。流出が多い若者や女性が住み続けたい、住んでみたいと思

える魅力的で活気のあるまちを創るためにも、魅力ある職場の創出、働く場

の環境づくりを行っていく必要がある。 

また、子育て環境の充実は子育て世帯の安心感につながることから、「子

育て・子育ち応援のまち」を理念とし、子ども・子育て施策に取り組む。 

 

② 本市の地域資源を活かす 

人口減少に伴う需要の減少が懸念される中、経済を維持するためには、地

域資源やサービスの高付加価値化により、拡大するインバウンドや域外の

需要を取り込み、地域が稼ぐ力を高めることが必要となる。 

本市の、食や文化、スポーツ等の魅力ある地域資源を活用するため、地場

産業等の支援を行っていく。 

 

③多様な人材の活躍 

地域では、日常生活サービスのみならず、文化の継承、コミュニティ活動

等あらゆる分野で人手不足となっている。一方で、地域おこし協力隊や外国

人などの新たな地域の担い手も生まれている。この流れを加速させるため

にも、地域に継続的に多様な形で関わる関係人口を増やすことで、多様な人

材同士が影響し合う、活力ある地域を目指す。 

 

   ④ＡＩ・デジタル技術等の活用    

ＡＩ等の新技術やデジタル技術の発展は、人々の生活の利便性を飛躍的に

高めるとともに、様々な課題への新たな対応を増やした。 

誰もがその恩恵を享受できるような社会の実現を目指すため、ＡＩを始め

とした様々なデジタル技術を活用し、行政サービスの向上、業務効率化を推

進するとともに、民間の取組を支援する。 
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 ⑤広域リージョン連携 

   西九州新幹線沿線や緊急時を想定した道路網等において本市は、多くの他

自治体と連携して事業を進めており、また、市外の企業や大学とも連携した

取組を行っているところであり、他地域との交流、地域の活性化のため、引

き続き取り組んでいくこととする。  
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【企画財務部 地方創生室】 


